
 

 

京都市児童福祉センター条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成３０年３月２９日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市規則第   号 

  京都市児童福祉センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市児童福祉センター条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 第６条を第７条とし，第５条を第６条とし，第４条を第５条とする。 

 第３条第２項中「別表」を「別表第２」に改め，同条を第４条とする。 

 第２条の次に次の１条を加える。 

（入所定数） 

第３条 条例第５条第２項に規定する入所定数は，別表第１のとおりとする。 

 別表中「第３条関係」を「第４条関係」に改め，同表を別表第２とし，同表の前に次の

１表を加える。 

別表第１（第３条関係） 

区                分 入  所  定  数 

条 例 第 ２ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 事 業 
人 

１０ 

条例第２条第５号に掲げる事業  

京都市児童療育セ

ンター以外 

５０人（難聴児を対象とする

児童発達支援を行う場合にあ

っては，３０人） 

京都市児童療育セ

ンター 
４０ 

   附 則 

 この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 

                              （児童福祉センター） 

   

  

５８


